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信用保証協会 の保証 について

一 求償金請求事件の札幌高裁判決 一

喜 多 了 祐

中小企業 金融は,中 小企業問題 のカギ とい って も過言ではない。それを円

滑 化す るために制 定 された特別法 と して,「 信用保証協会法」 とい う比較 的

新 しい法律 があ る。 これはたんな る商事特別法 とみ るべ きものか,そ れ とも

経 済法規 として,特 殊 な意義を有す るものか。 中小企業 金融のために信用保

証 協会が行 な う債務保証は民商法 上の 「債務保証」にす ぎない ものでな く,

これ に優越す る 「信用保証」 と して,経 済法 的に特別な 制 度を なす もので
くめ

あ るのか。最近,札 幌高等裁判所 函館支部 に係属 した求償金請求事件の裁判

は,こ の よ うな問題性 を もった ところに,興 味 あ るケース とい うべ きであ

る。

1事 実

原告X信 用 協 会(被 控 訴 人)は 昭 和26年11月19日,主 債務 者A会 社 のB銀

・行 か らの借 入 金150万 円 の 保 証 を した 。 これ よ り先 ,同 年2月17日 被 告Y・

〈控 訴 人)お よび訴 外Y2Y3Y4Y,のA会 社 役 員5名 は,各 自A会 社 と連 帯 し

て 同額150万 円を 限 度 とす る期 限1年 の根 保 証 を して い た。 と ころ で,前 記

借 入 金 の弁 済 期 で あ る昭 和27年1月19日 をす ぎて も,A会 社 が50万 円 とそ の

利 息を しか 支 払わ なか った ので,X協 会 は同 年7月30日 残 債 務1,057,330円

(元 本 残 金100万 円 お よび弁 済期 後 の遅 延 損 害 金57,330円)を 支払 って,保

証 債 務 を履 行 す る と ともに,そ の代 位 弁 済全 額 をY、 に求 償 した 。Y、 は 自分

(1)昭 和35年(ネ)第38号,同37年6月12日 判 決,高 裁 民 集15巻4号289頁 。
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がB銀 行に対 して連帯保証を した ことを極力争 ったので,X協 会 は右求償金

を請求 して本訴 に及んだ。

原審(函 館地裁)認 定 の事実に よれ ば,Y、 は保証書に署名押 印 した のであ

って,こ れ はA会 社 の主債務 に付従す る連 帯保証の趣 旨であ る。そ こで,原

判決はX協 会の勝訴 としたが,Y、 は控訴 した。

H争 点

控訴人Y、 は 「か りにX協 会主張の ごと く,Y、 がA会 社のB銀 行 に対す る

債務 につ いて保証 した として も,そ の保証人はY、,X協 会のほか,訴 外Y2

Y3Y4Ysの 合計6名 であ るか ら,Y、 の負担部分はX協 会の代位弁済額 の6分

の1に す ぎない」 と主張 して,原 判決中一・部取 消の判決を求 めた ので ある。

これに対 して,被 控訴人X協 会は 「A会 社 のB銀 行に対す る債務 の保証人

がY・ 主張 の6名 で あ った ことは 認 め る」が,「 信用保証協会 の 保証は,制

度上主債務者が金融機関か ら貸付 を受け るに際 し,そ の信用 を保証す る もの

であ り,た んなる債務 の保証 であ る民法 上の保証 とは異な り,こ れ らと同列

に立つ ものでないか ら,信 用保証協会は代位弁済後は債権者の地位を承継 し

て,代 位弁 済全額につ き,主 債務者に対 しては もとよ り他 の保証人 に対 して

も,そ の保証債務の履行 を請求で きる もので あ る」 と主 張 して,控 訴棄却 の

判決 を求 めた。

皿 判 旨

X協 会 のY、に対す る求 償 権 の範 囲 は,Y、 の 負担 部 分す なわ ち主 債 務1,057,

330円 の6分 の1で あ る176 ,221円,お よび これ に 対す る代 位弁 済 の翌 日で

あ る昭和27年7月31日 か ら完 済 まで年5分 の法 定 利 息 金 の 範 囲 に と ど まる の・

で あ っ て,そ れ 以 上 の請 求 は 棄 却 し,こ の範 囲で 原 判 決 を変 更す る。 そ の理

由は,次 の二 点 に要 約 され る。

(1)本 件 保 証 は,信 用 保 証 協 会法(昭 和28年8月10日 法 律 第196号 同 日施
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行)に よ りX協 会が設立 され る以前 の契約であ って,当 時X協 会は民法第34

条に より設立 された社団法人で あったか ら,そ の業務内容 であ る保証は制 度

上民 法の保証 と要 件 ・効力を異にす る別個 の もの とは解 され ない。

(2)信 用保証協会法施行後 において も,信 用保証協会の業務 とす る 「債務

・の保証」 の内容については特別 の規定がないのであるか ら,そ の要件 ・効 力

は特約 のないか ぎ り民法上 の保証 の規定 に よるべ く,そ れが制 度上信用 の保

証であって債務 の保証では ないか ら,民 法 上の保証 とは異な るとい う法律 の

根拠 はない。

IV解 説 と批評

X協 会は信用保証協会法 の施 行前 か ら存在 した同名の社 団法人 の権利義務

を承 継 したわ けだか ら,承 継前 の法律関係 としてみれば,新 法不遡 及の原則

に従 うか ぎ り,判 旨は(1)で足 りるので あるが,承 継後の法律 関係 としてみれ

ぽ,同 法の特別 な制 度的意義 を強調す るX協 会の立場に対 しては,信 用保証

協会の保証 の性質を(2)のよ うに判示す る必要が あるであ ろ う。同法 は 「中小

企業 者等が銀行そ の他の金融機関か ら貸付 等を受け るにつ いてその貸付金等

の債務を保証す ることを主 た る業務 とす る信用保証協会 の制 度を確立 し,も

って中小企業者等に対す る金 融の円滑化を図 ることを 目的 とす る」(1条)
　

け れ ども,こ の制 度 に お け る 「債務 の 保証 」(20条 参 照)は,保 証 され る

※信用保証協会法第20条

協会は,左 に掲げる業務及び これに附随する業務を行 うことがで きる。
1.中 小企業者等が銀行その他の金融機関か ら資金の貸付,手 形の割引又は給付を

受け ること等により金融機関に対 して負担す る債務の保証
2中 小企業者等の債務を銀行その他 の金融機関が保証す る場合における当該保証

債務の保証
3銀 行その他の金融機関が中小企業金融公庫若 しくは 日本開発銀行 の 委託 を 受

け,又 は国民金融公庫を代理 して中小企業者等に対す る貸付を行 った場合,当 該

金融機関が中小企業者等の当該借入に よる債務を保証することとなる場合におけ

るその保証を したこととなる債務の保証

前項において 「中小企業者等」 とは協会の主たる事務所の所在地の属す る都道府

県 の区域をこえない区域(以 下本項において 「協会の区域」 とい う。)内 において 静
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「債務」 の種類 や担 い手 が限 られてい る点で,特 別 の 目的に奉仕すべ く規定

されているだけであ って,「 保証 」それ 自体 の要件や効力にっいては民商 法

上 に存す るの と格別異 な った規定を与 え られてい ない。 したが って,判 旨は

一 応正 当 とい うべ きであ ろ う。

しか し,そ れは本件保証に民商法 の規定を適用 す る消極的論拠にす ぎず,

そ の積極 的な論拠が 明 らかに され てい ないのは,本 判決 の論 旨不備の嫌 いが

ないでは ない。 とい うのは,信 用保証 協会 法が 同法 に いわ ゆ る 「債務 の保

証」 の内容につ いて 「特段 の規定 を設 けてい ない」 とい うだけ の理 由で,民

商法 の規定を漫 然適用す るな らぽ,か えって同法 の 目的 どす る 「中小企業者

等 に対す る金融 の円滑化」が妨げ られ ることはないか とい う疑問 も,残 るか

らである。 と くに本件保証 の場合には,他 の保証人5名(Y・Y2Y3Y4Y,)は

いずれ も主債務者A会 社 の役員であ って,中 小企業 の実体 に即 してみれば,

主債務者そ の もの と一心同体 とい うべ きだか ら,実 質的には必ず しもX協 会

と同列に立つ ものではない。た とえぽ,も しもY・以外 の保証人4名(Y2Y3

Y4Y5)が 全部無資力者であ ったな らぽ,こ れ らの者が償還 で きない部分 を,

求償者X協 会は残 るY、 とともに分担す ることにな るが(民444準 用,民465

1),こ れ は果た して公平 な共同分担 の思想 に合致す るのであ ろ うか。 も し

もそ の よ うな解決がX協 会 に とって不公平だ とすれぽ,信 用保証協会の制 度、

に よる中小企業金 融の円滑化は幾分妨げ られ るで あろ うか ら,判 旨は この よ

うな疑問 に答え るべ きであった。

ともあれ,本 判 決は民商法 の規定をそ の まま適用 して,X協 会 もY、Y2Y3

Y4Y5も すべ て同列 に立つ 保証人 とみ るのである。 そ こで,こ の立場を容認

した上で,そ の内容を分説検討すれ ば,次 の とお りである。

菅商業,工 業,鉱 業,運 送業,サ ー ビス業その他の事業を行 う中小規模の事業者,協

会の区域内に住所若 しくは居所 を有する者又は協会の区域内において勤労に従事す

る者で,定 款 で定 め るものをいい,「給付」 とは,相 互銀行法(昭 和26年 法律第119

号)第2条 第1項 第1号 の契約に基 く給付又は同法附則第3項 の規定に よりなおそ

の効力を有する改正前の無尽業法(昭 和6年 法律第42号)第1条 の無尽に よる給付

をい う。
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(1)X協 会 もY・Y2Y3Y4Y5も,B銀 行 との契 約 に も とつ く保 証 人 で あ る

が,こ の保 証契 約 は一 個 同時 の もの で な く,少 な くと も前 者 の契 約 と後 五者

の契 約 とが 異時 別 個 の もので あ る ことは,原 審 認定 の事 実 に 明 らか で あ る。

(1)

しか し,こ の ことは共 同保証の成立 を妨げ ないのであ って,い ずれ も同一 の

主 債務 についての共同保証契約 であ ることは疑 いない。ただ,後 五者 の契約

はいわ ゆ る根保証契 約であるか ら,主 債務 は将来 の債務 であ るが,こ の こと
く　ラ

も将来 の 保証債務 成立 を 妨げな い ことは,通 説 ・判例 の 認め る ところ であ

る。本判決 は共同保証が 「各別 ノ行為」(民456)に よって成 立す ることを論

じてはいないが,判 旨は これ を前提 してい るといえ る。

② 原番認定の事 実に よれぽ,契 約の問題 としては,前 者の保証 は単純保

証 であるのに対 し,後 五者の保証は連帯保証であ るが,本 判決は前者 の保証

もまた法律上当然の連帯保証であ ることを確認 してい る。連帯保証は民法上

債権者 と保証人 との間の特約であ るが,商 法上 は両者間に連帯 の特約が ない

単純保証の場 合で も,主 債務 が主 債務者 の商行為に よって生 じた ときは,連

帯保証 とされ るのであって(商51111),そ の趣 旨は商事債権 の人 的担 保を強
くの

化 して,企 業 金融の円滑化 に資す るにあ る。本件A会 社 のB銀 行に対す る債

務 は 「会社 の営業 のためにす る借入金 として商法第503条 に よ り商行為 に該

当す るか ら」,B銀 行 と連 帯の特約があ るか ど うかにかかわ らず,共 同保証

人6名 はすべ て連帯保証人 である。

(3)数 人 の保証人があ る場 合に,債 権者 と各保証人 との間に連帯 の特約が

あ るが ど うか とい うことと,保 証人相互の間に連帯の特約(保 証連帯)が あ

るか ど うか とい うこととは,別 個 の問題 であ る。後者の問題 につ いて,数 人

が同一 の契約 に もとついて連帯保証を したのな らば,保 証人 間に も連帯 の特
ワ くの

約が 同時に なされ てい るとみ るべ き場 合が多 いで あろ う。 しか し,本 件では

(1)民456,大 判 大 正7・2・5民 録136頁 。

(2)大 判大 正4・4・24民 録595頁 。

(3)西 原 ・商 行 為 法,

(4)石 田 ・債 権 総 論,

130頁 。

138頁 。
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前 述 の とお り少 な くともX協 会の 保証 とY、Y2Y3Y4Y5の 保証 とは 「各別 ノ

行為」 に よる ものであ るか ら,相 互の間に連 帯の特約があ るとみ ることは困

難 である。 そ こで,前 出の 商法第511条 第2項 の 規定は この よ うな場合 に

も,保 証人相互 の間に連帯責任 を生 じさせ る趣 旨を含んで い るか ど うかが問

題 にな る。

(4)下 級審には,数 人の取締役が会社 のために連帯保証 をす る場 合で も,
ロ ラ

各保証人相互 の関係は連 帯を推定す ることができない とい う判例があ るけれ
での

ども,現 在 の通説お よび多数 の判 例は商 法第511条 におけ る債 権者保 護の全

般的精神か ら上 記 の 問 題 を 当然積極に解 してい る。 この見解に よれ ぽ,本

件6名 の共 同保証人は各 自A会 社 と連帯す るだけでな く,相 互の間で も連帯

す るか ら,本 判決に もい うとお り,「 とくに分別 の利益を放棄(保 証連帯)

した と認 め るに足 る証拠 はないけれ ども,… …分 別の利益を有 しない もの と

解すべ きであ る。」つ ま、り,6名 はおのおの債権者 に対 して主債 務の全部 を

弁済すべ き義務を負 うのであ る。

(5)民 法で は,共 同保証が 「各別 ノ行為」に よるときで も,各 保証人は分

別の利益(平 等 の分割保証債務)を 有す ることを原則 とす るが(民456),

例 外 として分 別の利益がない場合 も認 め られ てい るのであって,同 法第465

条第1項 に よれば,そ れ は(イ)主 債務が不可分 であ るとき,ま たは(ロ)各 保

証人が全額を弁 済すべ き特約のあ るときであ る。 この特約は保証連 帯(保 証

債務 の 補充性は 失わ ないので,連 帯保証 とは 異 なる)を 意味 す る のであ る
くの

が,通 説 ・判例は さ らに,㊨ 共 同保証人の各 自が主債務者 と連帯す るとき

(連 帯保証)を も含 ましめ る。先述 の とお り,数 人の連帯保証 は必ず しも保

証人間 の連帯 を伴わ ないか ら,の の場合をす べて(ロ)と 同視す ることには

疑問が あるけれ ど も,本 件各保証人 は商法第511条 第2項 の拡張解釈に よ り

相互 に連帯の関係を有す ると認め られ るか ら,(ロ)の 場合 と同視 して よい。

(1)

(2)

(3)

大 正4ネ325号,東 京 控 判,新 聞1146号19頁 。

大 判 明 治44・5・23民 録17輯320頁 そ の 他 数 個 の大 判 。

大 判 大 正8・11・13民 録2005頁 。
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(6)共 同保証人の一人 が債権者に対 して主債務 を弁 済 した ときは,主 債務

者 に対 して求償で きることは もちろんであ り,そ の求償 権の範囲は単独保証

人 の場合 と同 じ く,主 債務者 の委託を受けた保証人で あるか ど うか に よって

きまるけれ ども(民459・462),本 件は主債務者へ の求償ではな く,共 同保

証 人 間の求償であ るか ち,主 債務 者か らの委託 の有無 は論外であ る。 この場

合 には,共 同保証人 間に特約があれ ぽ,そ れ に従 う。本件において,X協 会

は 「Yは,X協 会 が保証債務 を履行 した ときは,そ の代位弁済金を支払 う旨

約 した」 と主張す るが,本 判決に よれば,そ の よ うな 「特別 の契 約を した こ

とを認 めるに 足る証拠はない」 とされ る。そ こで,民 法 第465条 が 適 用 さ

れ,各 保証人が対外関係で分別 の利益を有す るか ど うかに よって,対 内関係

におけ る求償権 の範囲がき まるのであ る。

(7)ま ず,分 別 の利 益を有す る保証人 は,自 分 の対外的に負担す る分割 保

証 債務 額を こえる額を弁済すれぽ,対 内的に も他 の保証人の事務管理 を した

ことにな るか ら,主 債務者 の委託 を受けない保証人 の主債務 者に対す る求償

権(民462)に 準ず る範囲で,他 の保証人に求償す ることがで きる(民465

11)。 次に,分 別 の利益を有 しない保証人は,対 外的には全額を弁 済す る義

務 を負 うが,対 内的には 自分 の負担 部分だ けの義務 を負 うとみ るべ きだか ら,

全額 を弁 済 した ときは もち ろん,そ の他 自分の負担部分 を こえ る額を弁 済 し

た ときは,連 帯債務者間 の求償権(民442)に 準ず る範 囲で,他 の保証人 に

求償す る ことができ る(民4651)。 本 件 各 保証人は債権者 に対 して分 別の

利益 を有 しないか ら,他 の保証人 に対 して求償で きる範囲 も,後 者 の基準に

よる。

(8)こ の場合,共 同保証人間 の求償が連帯債務者間の求償 に準ず るとい っ

て も,共 同保証人 は 自分 の負担 部分を こえ る額 を弁済 しなけれ ば,他 の共 同

保証人に対 して求 償できない点で,連 帯債務者 とは異な る(た だ し,連 帯債

務 者間の求償 も,求 償者が 自分 の負担 部分 を こえ る額 を弁済 した ことを要す
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るとす る有力な反対説があ る)。 これ は,共 同保証人 が原則 として分割 され

た一定額 の債務 を保証す るものであ り,分 別 の利益を有 しない ときで も,内

部関係ではや は り分割 された一定 額の保証 をす べ き義務 を負 うとい う考慮 に

もとつ くものであ る(通 説)。 したが って,い かに公平 な共 同分担 を期す る

として も,共 同保証人間 の負担部分 を連帯債務者間の負担部分 と全 く同 じよ

うにたんな る一定割合 とのみ解すべ きではない。そ こで,本 件X協 会の弁済

は 自分の 負担部分 を こえ るもので あるか ど うか を,吟 味 しなければ な らな

いo

くめ

(9)連 帯債務者 間の負担部分 を公平 にきめ る最後 の標準は,通 説 ・判例 に

よれば,平 等の割 合であ る。 これは共同保証人間の負担部分を公平に きめ る

最後の標準 と して も通用す るか ら,本 判決は 「特約の認 め られ ない本件 の場

合各保証人 の負担部分は平等 の割合 と して各6分 の1と な る」 としてい る。

この標準 に よって,X協 会の負担部分を算定すれ ば,「 主債務金1,057,33Q

円の6分 の1で あ る金176,221円 」 とな るのであ る。X協 会が保証 した当初

の主債務 は150万 円であ ったが,そ の後主債務 者 自身の一部弁済に よ り50万

円だけ消滅 した反 面,残 債務100万 円に加えて遅延損害金57,330円 を発生 し

た のであ るか ら,右 主債務額 の再認定は正当であ る。そ して,X協 会は右主

債務 の全額 を弁済 したのだか ら,そ の代 位弁済が 自分 の負担部分を こえ る も

のであ る ことは,い うまで もない。

⑩X協 会 の負担部分を こえ る代位弁済額は他の共 同保証人(Y、Y2Y3Y4

Y,)を 債権 者に対 して免責 させ るX協 会 の出掲 額であ るか ら,X協 会は これ

を他の共 同保証人か ら各 自の負担部分 に応 じて求償で きるのであ る(民442

1準用,民4651)。X協 会 は い かに も代位弁済 に よって債権 者の地位を承

継す るけれ ども(民500),そ の法定代 位は特別に規定 され た求償権の範囲

で生ず るの であ り,本 訴請求の よ うにY、 の負担部分 を 上 回るX協 会 の求償

は認め られ ていない。 もしもそれ が認 め られ るとすれ ぽ,た また ま代 位弁済

(1)大 判 大 正3・10・29民 録834頁 。
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を した者が不 当に利得す る ことにな り,法 律関係を混乱 させ るおそれ があ る

か らであ る。 した がって,本 訴請求でY、 の負担部分 を 上 回る 範囲を失当 と

して,原 判決 を変 更す る本判 決は,そ のか ぎ りで正当であ る。

⑪ 民法第465条 第1項 に よって準用 され る同法第442条 第2項 に よれ ば,

求償権の範 囲は以上に とどま らず,「 弁済其他免責 ア リタル 日以後 ノ法定利

息」を包含す る。 これは,た また ま先 に代 位弁済を した者があ ったため に,

免責 され た他 の者が不当に利 得 しない よ うに・考慮 された もOで あ る。本件

で もこの 考慮に従 い,Y・ の負担 部分 に対す る法定 利息 として,X協 会は代

位弁済の当 日であ る昭和27年7.月30日 以後完済 まで年5分 の割合 に よる金員

の支払をY、に請求で きるはずであ るが,本 判 決は これを 「代 位弁済の翌 日で

あ る昭和27年7月31日 か ら完済 まで年5分 の法定利息金の範 囲に とどまる も
くユ　

の と考え る」のであ る。 この考 えは,免 責 の 日に も利息 を生ず るとい う判夙

に も背反 し,賛 成 できない。

⑫ 本判 決でY、 の負担部分 に対す る利 息が民事 法定利率(民404)に よっ

て生ず る と され る 点に も,問 題が ないで はない。 とい うのは,Y、 の保証債

務 は債権者B銀 行 のために商 行為であ る行為に よって生 じた ものとみ ること

がで きるか らであ る。 もちろん,当 面問題 の 負担 部分に 応 じた 償還義務 は

Y、の保証債務 そ の もので は ないが,実 質上 は これ の変形 であって,だ か ら

こそ,X協 会はそ の求償権につ き債権 者に代位す る ことに もな るのであ る。

とすれ ば,民 事法定利率で な く商事 法定利率(商514)が 適用 され るべ きで

あ る。ただ し,商 事法定利率 の適用は債務 者のために商行為 であ る行為 に よ
(2)

って生 じた債務に限 るべ きであ るとい う説 を とるのな らば,結 果的には本判

決の とお りで よいであ ろ う。

⑬ 本判決 は訴訟 の総 費用 を六分 して,そ の五をX協 会,そ の一をY・ の

負担 とす る。 控 訴人Y、 はそれ を第一 ・二審 とも被控訴人X協 会の 負担 とす

(1)大 判 昭 和11・2。25新 聞3959号12頁 。

(2)田 中(誠)・ 新 版 商 行 為 法,95頁 。
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る旨の判 決を求 めた のであ るが,本 判決は原判 決を変 更す る一部 敗訴 の場合

であ るので,民 事 訴訟法第96条 お よび第92条 を適用 したわけであ る。 これは,

訴 訟費用を敗訴 の当事者に負担 させ るとい う原則(民 訴89)に,勝 訴側 の保

証債務 負担部分 をきめ る6分 の1の 割 合を加味 したつ も りであ ろ うが,本 件

の訴 訟 費用は 民法第442条 第2項 に 掲げ る共 同免責 のための不 可避的 費用

(た とえぽ,債 権者か ら訴求 され て負担せ しめ られた訴訟費用)で はないか

ら,必 ず しも6分 の1の 割 合を加味す るには及ばないので あって,他 の割合

に よって もよい と考え られ る。

(1963年7月25日 記)

〈補 論〉

以上は筆者の入院療養中執筆 した ものであ るので,若 干の加筆 を必要 とす

るが,論 述の体裁 を こわす ので,補 論 と して以下 の ものをつ け加 え る。
くユラ

本判 決 と同 旨の ものに,東 京高裁 昭和35年10月26日 判決があ る。 これ もた

ん に特段 の規定がない とい う形式的理 由だけで,実 質的論 旨は不備 であ る。

そ こで,判 旨に対 して予想 され る実質的な反対論 を考えれば,次 の とお りで

あ ろ う。

本件 では,(1)Y、Y2Y3Y4Y,が いずれ も主債務 者A会 社 の役 員であ って,

中 小企業 の実体に即 してみれぽ,A会 社そ の もの と一心同体 とい うべ きであ

るのに対 して,X協 会 の 実体は明 らか にA会 社 と 別個 傘立 であ る し,ま た

く2)前者が全 く私的 な個人連帯保証人 であるのに対 して～後 者は実際上地方公

共 団体 の助成に侯つ ところが大 き く,そ の保証基金 も大半は地方公共 団体 の
(2)(3)

支 出金に依存 してお り,資 金面か らは公 的機関 の観を呈す る。

思 うに,(1)の 事情 こそ は中小企業 の薄弱な信用力を外部 か ら補 完すべ き実

・(1)下 裁 民 集11巻10号2292頁 。

1(2)田 杉 競 ・中 小 企 業 金 融 と経 理,86頁 以下 参 照 。

1(3)東 高 昭 和35・10・26,下 裁 民 集11巻10号2292頁,控 訴 人 主 張 参 照 。
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際上 の必要を物語 るもので あ り,も しもX協 会 のA会 社役 員5名 に対す る求

償権(い わんやそ の1名 に対す る求償権)を 優越 させ るとすれば,A会 社 は

負担部分 ゼ ロのX協 会以外に恐 らく何人 も保証人 に立 てる ことをえず,こ の
ピズゑ ス コチ ヤ ンス

こ とはA会 社を窮地に陥れ るだけで な く,X協 会の業 務 機 会を も失わ しめ

るだろ うか ら,中 小企業金融 の円滑化 をはか ろ うとす る本法の趣 旨に反す・る

とい うべ きで あ る。 また,② の事情は本法の制度 自体 の問題 であ るよ りも,

制 度運 用の問題 であ り,そ の 資金源 が現に 地 方 公共 団体 にあ るか らとい ウ

て,信 用保証協会が一般 の私的保証人 に優越すべ きことにはな らないのであ

の くわ

って,せ いぜい財 団法人類似 の特別法人 とみ るべ きで あろ う。 したが って,

X協 会 もまた他 の保証人5名 と同格において 自己 の負担部分 を有す るのが立

て前 であって,そ の結果 として求償不能 となる部分 の危険につ いては,政 府

の特別 会計に よる中小企業信用保険制 度の再保険的 な効果に期待すべ きであ
く　ラ

る。判 旨には以上 の よ うな実質的観察 は欠け ているが,そ の結論には賛成 で

き る。

なお,法 定利息 の起算 日お よび法定利率 の問題につい ては,こ こに引用 し

た東京高裁判 決は弁済の当 日か ら起算 して,商 事 法定利率に よってい る。 こ

れが通説 ・判例 に従 った態度であ るが,札 幌高裁判決は通説 ・判例 に反 しな

が ら,そ の理 由を何 ら説示 していないので,本 論⑪⑫ の とお り,筆 者には不

可解 な態度 と思われ る。

-1963●8●13一

(1)山 口=沖 中 ・現 代 の金融 機構173頁 。 なお,田 杉 ・前 掲書93頁 お よび 「私的 独

占 の禁 止及び公正 取引 の確保 に関す る法律 の適用 除外等 に 関 す る 法 律 」第2条

第2号 タを見 よ。

(2)山 口==V中中 ・前掲書174頁 。




